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令和 5年度各会計決算状況
単位：千円

会計区分 歳入 歳出

一 般 会 計 7,595,648 7,402,000

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 1,294,039 1,285,213

後期高齢者医療特別会計 134,315 133,889

介 護 保 険 特 別 会 計 1,252,784 1,238,702

土 地 取 得 事 業 特 別 会 計 102 0

工 業 団 地 事 業 特 別 会 計 45,745 44,356

鏡 石 駅 東 第 １ 土 地 区 画
整 理 事 業 特 別 会 計 248,006 246,037

育英資金貸付費特別会計 3,285 3,252

小　　計 10,573,924 10,353,449

上 水 道
事 業 会 計

収益的 295,221 460,828

資本的 82,999 188,426
計 378,220 649,254

下 水 道
事 業 会 計

収益的 432,853 393,948

資本的 291,174 399,524
計 724,027 793,472

合　　計 11,676,171 11,796,175

第５回

町 議 会 定 例 会町 議 会 定 例 会　
　

第
５
回
町
議
会
定
例
会
が
９
月

４
日
㈬
か
ら
18
日
㈬
ま
で
の
15
日

間
で
開
催
さ
れ
、
令
和
５
年
度
各

会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
や
各

会
計
の
補
正
予
算
な
ど
議
案
21
件

が
議
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
回
の
定
例
会
で
は
、
前
年
度

の
各
会
計
の
決
算
が
審
議
さ
れ
、

全
て
の
会
計
で
決
算
認
定
さ
れ
ま

し
た
。
決
算
の
詳
細
に
つ
い
て
は

広
報
か
が
み
い
し
11
月
号
で
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

　

一
般
会
計
と
７
つ
の
特
別
会
計

の
補
正
予
算
が
議
決
さ
れ
、
一
般

会
計
は
３
億
１
５
２
８
万
４
千
円

が
増
額
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ

り
、
一
般
会
計
の
歳
入
歳
出
予
算

の
総
額
は
69
億
５
５
９
５
万
６
千

円
と
な
り
ま
し
た
。

　

一
般
会
計
の
主
な
補
正
の
内
容

は
、
こ
ど
も
医
療
費
助
成
事
業
と

し
て
１
１
２
４
万
８
千
円
の
増

額
、
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
の
定

期
接
種
予
防
接
種
の
委
託
料
と
し

一
般
会
計
補
正
予
算

約
３
億
円
の
増
額
に

報告含む議案 21件を議決

一
般
会
計
を
含
む

10
会
計
決
算
を
認
定

教
育
長
、
教
育
委
員
、

監
査
委
員
を
選
任

　

教
育
長
、
教
育
委
員
、
監
査
委

員
を
任
命
、
選
任
す
る
４
件
の
議

案
が
議
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

教
育
長
に
は
渡
部
修
一
さ
ん
が

再
任
さ
れ
、
任
期
は
10
月
１
日
か

ら
３
年
間
で
す
。
教
育
委
員
は
関

根
さ
な
え
さ
ん
、
鈴
木
健
生
さ
ん

が
再
任
さ
れ
、
任
期
は
10
月
１
日

か
ら
４
年
間
で
す
。

　

ま
た
、
監
査
委
員
と
し
て
根
本

次
男
さ
ん
の
任
期
が
満
了
と
な
る

こ
と
か
ら
、
滝
田
賢
治
さ
ん
が
新

た
に
選
任
さ
れ
ま
し
た
。
任
期
は

10
月
１
日
か
ら
４
年
間
で
す
。

　

今
年
度
の
主
な
主
要
事
業
の

執
行
状
況
で
す
が
、
阿
武
隈
川

緊
急
治
水
対
策
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

の
成
田
地
区
へ
の
遊
水
地
の
整

備
に
つ
い
て
は
、
矢
吹
町
、
玉

川
村
と
連
名
に
よ
り
福
島
河
川

国
道
事
務
所
長
へ
要
望
を
行
っ

た
と
こ
ろ
で
す
。

　

ま
た
、
住
宅
移
転
に
つ
い
て

は
、
対
象
者
が
ス
ム
ー
ズ
に
移

転
で
き
る
よ
う
国
と
と
も
に
引

き
続
き
寄
り
添
っ
た
支
援
に
努

め
て
い
き
ま
す
。

　

道
路
の
築
造
工
事
で
は
、
健

康
福
祉
セ
ン
タ
ー
北
側
か
ら
老

人
福
祉
セ
ン
タ
ー
東
側
を
通
る

東
町
鳥
見
山
公
園
線
の
工
事
を

進
め
て
い
ま
す
。

　

健
幸
ま
ち
づ
く
り
事
業
で
は

県
立
医
科
大
学
連
携
事
業
の
一

環
と
し
て
、
65
歳
以
上
の
高
齢

者
の
方
を
対
象
と
し
た
体
力
測

定
会
を
実
施
し
ま
し
た
。

　

緊
急
浚し
ゅ
ん

渫せ
つ

推
進
事
業
で
は
、

笠
石
原
町
地
内
の
サ
カ
サ
池
浚

渫
工
事
に
つ
い
て
、
池
の
落
水

を
行
い
、
浚
渫
に
向
け
て
現
地

で
の
工
事
着
手
の
準
備
を
進
め

て
い
ま
す
。

　

収
納
率
向
上
対
策
事
業
に
つ

い
て
は
、
徴
収
の
強
化
や
社
会

情
勢
の
変
化
に
対
応
す
る
た
め

の
納
税
環
境
整
備
の
方
策
が
効

果
を
あ
げ
て
い
ま
す
。

町
長
説
明
要
旨

町
長
説
明
要
旨

て
２
８
７
７
万
６
千
円
の
増

額
、
墓
地
整
備
事
業
と
し
て

９
７
９
万
８
千
万
円
の
増
額
、
町

道
街
路
灯
の
更
新
や
町
道
の
舗
装

の
修
繕
と
し
て
公
共
施
設
等
適
正

管
理
推
進
事
業
に
４
８
５
０
万
円

の
増
額
な
ど
で
す
。

滝田　賢治さん

児童手当制度の拡充について

　令和６年 12月支給（令和６年 10月分）より児童手当の制度が一部変更となります。
●児童手当法の改正内容
　主な改正内容は以下のとおりです。
　・支給対象者の年齢を
　　中学生（15歳到達後の最初の年度末まで）から高校生年代（18歳到達後の最初の年度末まで）に延長
　・所得制限の撤廃
　・第３子以降の手当額（多子加算）を月 15,000 円から月 30,000 円に増額
　・第３子以降の算定に含める対象の年齢を
　　18歳到達後の最初の年度末までから 22 歳到達後の最初の年度末までに延長
　・支給回数を年３回から年６回に変更
●申請について
　※申請が必要な方には、町福祉こども課から 10月上旬頃にご案内します。
　・現在受給していない方で、以下の①・②に該当する方は「認定請求書」の提出が必要です。
　・現在受給している方で、③・④・⑤・⑥に該当する方は増額の申請は不要です。
　※④の方で高校生年代が別居等を理由に支給要件者として登録されていない方は申請が必要です。
　※現在の受給状況に関わらず、⑦に該当する方は、大学生年代の子どもについて「監護相当・生計費の負
　　担についての確認書」の提出が必要です。
　・①～⑦のいずれにも該当しない方は、制度改正に伴う手当額の変更はありません。
　　①所得制限により、支給対象外となっている方
　　②中学生以下の子どもがおらず、高校生年代の子どもを養育している方
　　③所得制限により、特例給付を受けている方 
　　④高校生年代と中学生以下の子どもを養育している方
　　⑤第 3子加算を受けている方（旧制度で第３子が３歳以上小学生の方）
　　⑥新たに第 3子加算を受けられる方（旧制度で第 3子が中学生または高校生年代の方）
　　⑦大学生年代の子どもを養育しており、かつ大学生年代の養育する子どもと高校生年代以下の子どもが
　　　合計３名以上いる方（新制度で第３子加算を受けられるようになる方）
　※高校生年代とは…平成 18年４月２日～平成 21年４月１日生まれの方
　※大学生年代とは…平成 14年４月２日～平成 18年４月１日生まれの方
●申請期間について
・申請期間は、令和６年 10月末までです。
　※申請期間後でも、令和７年３月 31日㈪までに申請いただければ令和６年 10月分から遡って受給するこ
　　とができます。（拡充分の児童手当は遅れて支給されます。）
　※令和７年４月１日以降に提出された場合は、申請の翌月分から該当となり、遡って受給することができま
　　せんのでご注意ください。

●問い合わせ先　福祉こども課
　☎ 62-2210

公務員等でお勤めの方は、
町から支給できません。
詳しくは、職場までお問
い合わせください。

令和 6年 9月分まで
（旧制度）

令和 6年 10月分から

3歳未満  15,000 円  15,000 円
第 3子以降 30,000 円
※監護相当及び生計費の
負担を行っている 22歳
年度末までの子どもから
第 1子と数えて計算

3歳～小学生  10,000 円

第 3子以降 15,000 円
※ 18歳年度末までの
子どもから第１子と数
えて計算

 10,000 円

中学生  10,000 円  10,000 円
高校生 なし  10,000 円

所得制限
 所得制限限度額以上で特例給付
 （月額 5,000 円）、
所得上限限度額以上で支給なし

なし

第 3子以降の
算定対象

18歳到達後の最初の年度末
（高校卒業程度まで） 22歳到達後の年度末まで

支給月  2・6・10月（年 3回）  2・4・6・8・10・12月（年 6回）


